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Ⅰ．はじめに 

 

Ⅰ－１．背景 

（１）わが国の自転車通行空間と利用実態の現状 

〇 わが国における自転車保有台数は自動車保有台数とほぼ同数の 7,200
万台。近年は、スポーツ車、電動アシスト車等の販売台数が増加傾向に

ある等、健康増進や環境保全への意識の高まり等を背景に自転車利用の

ニーズが一段と高まっている。 
 
〇 自転車が安全に通行できる空間は整備途上にあり、また、過去 10 年

間でわが国全体の全交通事故件数が減少しているにも関わらず、自転車

対歩行者の事故件数は増加している状況。 
 
〇 安全な自転車利用環境創出は喫緊の課題である。 

 
〇 平成 24 年 11 月に国土交通省道路局と警察庁交通局は「安全で快適な

自転車利用環境創出ガイドライン（以下、ガイドライン）」を作成。 
 
〇 ガイドライン策定後も自転車ネットワーク計画を策定した市区町村

は一部（平成 27 年 4 月 1 日現在で 80 市区町村）にとどまるとともに、

車道通行を基本とした自転車通行空間整備も浸透しきれていない状況。 
 
 

（２）自転車利用の総合的な取組 

〇 現在、自転車利用ニーズの高まりを受け、全国各地で自転車を活かし

た様々な取組が展開。 
 
〇 都市部では、公共交通と連携した自転車の利用の促進策やコミュニテ

ィサイクルといった新しい交通の導入、地方部では、地域資源等を活か

した広域的なサイクルルートによる地域振興等の取組が進展。 
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Ⅱ．自転車ネットワーク計画策定の早期進展に向けて 

Ⅱ－１．現行ガイドラインの課題 

〇 自転車ネットワーク計画を策定した市区町村が少ない。 

・整備する余地がない（空間的制約）。 

・市内全域を対象として計画策定することに苦労している。 

 ・地元や関係機関との合意形成が難しい。 

 

〇 自転車ネットワーク計画の検討手順が計画策定までに留まっており、

計画策定後の整備、計画の評価、見直しが、実際の自転車通行空間の

整備、評価等を経て行われるべきものか、明確になっていない。 

Ⅱ－２．自転車ネットワーク計画策定の早期進展に向けた提言 

（１） ネットワーク計画を策定すべき市区町村のリストアップ 

〇 市区町村の自転車ネットワーク計画策定を促進するためには、国と

して、自転車ネットワーク計画を策定すべき市区町村の該当要件を明

確化し、該当する市区町村に対して自転車ネットワーク計画策定を促

すことが必要。 

○ 「自転車事故の多さ」と「自転車利用の多さ」を指標とした評価、

分類を行い、いずれかの指標の上位に該当する市区町村を計画策定す

べき市区町村としてリストアップし、自転車ネットワーク計画策定を

強く促すとともに、策定に向けた助言を行うこと。 

○ 「自転車事故の多さ」は人口当たり自転車事故件数、「自転車利用の

多さ」は自転車分担率を評価指標とすること。 
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（２）段階的なネットワーク計画策定方法の導入 

〇 現行ガイドラインは、必ずしも地域全体の一括的な計画策定方法を

求めていないが、地域全体での一括的な計画策定方法に加え、一定の

地域内や基幹となる特定のルートを対象とした段階的な計画からでも

策定を促進すること。 

○ 優先的に計画策定に取組むエリアを抽出する考え方を明確化するこ

と。 

○ 優先的に計画策定に取組むエリアは、「公共交通施設や地域の核とな

る施設と主な居住地域等を結ぶ自転車交通量が多いエリア」、「自転車

と歩行者の錯綜や自転車関連事故が多い等、安全性の向上が必要なエ

リア」、「地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を促進するエリア」、

「自転車利用増加が見込める等、新たな施設立地が予定されているエ

リア」等を踏まえ抽出すること。 

○ 個別路線の詳細な構造等の検討は、整備予定時期を考慮して行うこ

と。 

○ 道路空間の制約等により完成形態の整備が当面困難な場合には、現

時点で整備可能な暫定形態の適用を検討すること。 

 

（３）合意形成における好事例の紹介 

○ まちづくりと一体的に自転車ネットワーク計画策定を行った事例等、

合意形成のプロセスに関する好事例を整理し、具体的にわかりやすく

紹介すること。 

○ 市区町村担当者（実務者）が、地域や関係機関との合意形成を図る

際に参考となる整備効果（メリット）に関する好事例を整理、紹介す

ること。 

 

  



4 
 

（４）計画策定からネットワーク完成に至る全体フローの作成 

〇 自転車ネットワークの検討手順について、計画策定からネットワー

ク完成に至る全体フローに改めるとともに、計画の評価、見直しの流

れについても丁寧に記載すること。 
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Ⅲ．安全な自転車通行空間の早期確保に向けて 

Ⅲ－１．現行ガイドラインの課題 

〇 路面表示が地域ごとに異なっている。 

〇 車道通行を前提とした柔軟な整備形態の選定ができない。 

〇 自転車道の双方向通行において交差点処理が困難。 

Ⅲ－２．安全な自転車通行空間の早期確保に向けた提言 

（１）路面表示の仕様の標準化 

○ 自転車通行空間の整備に際し、自転車利用者とドライバーの両方が

認識しやすく、外国人を含めて自転車通行ルールをわかりやすく伝え

るため、都市部では、ピクトグラムを併用しつつ、自転車専用通行帯

は帯状路面表示、車道混在は矢羽根型路面表示に統一し、仕様を標準

化。 

○ 整備済み箇所については、仕様統一の主旨を踏まえ、外国人来訪者

を含めた自転車利用者に対し誤解を与えないよう、道路管理者、警察

等との協議のもとで対応方針を検討すること。 

○ 自転車歩行者道では、「歩行者優先で、車道寄りを徐行」にもかかわ

らず、そのルールが正確に伝わらない自転車のピクトグラムや看板等

は新たに設置しないこと。 
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（２）自転車通行空間の形態選定にかかる柔軟な対応 

〇 「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」という考えのもと、

交通状況に応じて適切な自転車通行空間整備を促進するためには、道

路又は交通状況を勘案しつつ、自転車通行空間の形態選定を柔軟に選

定できるようにすることが必要。 

○ 完成形態の整備が当面困難な場合に、車道通行を基本とした暫定形

態を採用できるようにすること。 

○ 完成形態が自転車道である区間において、暫定形態として自転車専

用通行帯もしくは車道混在を採用した場合に、自転車ネットワーク形

成段階が自転車ネットワーク区間概成段階となった段階で、完成形態

としての一方通行の自転車道（2.0m 以上の幅員）の整備を行うこと。 

○ 完成形態が自転車専用通行帯である区間において、暫定形態として

車道混在を採用した場合、道路空間再配分等により自転車専用通行帯

に転用できるよう、可能な限り車道外側線の外側に 1.5m 以上（やむを

得ない場合 1.0m 以上）の幅員を確保することに努めること。 

○ 普通自転車歩道通行可の交通規制については、自転車専用通行帯を

整備する場合は、完成形態・暫定形態を問わず、解除に向けた検討を

行うこととし、併用は交通実態・沿道状況・自転車利用者等の意見を

踏まえ、必要と認められる場合に限ること。また、自転車道を整備す

る場合は、普通自転車歩道通行可の交通規制を解除すること。 

 

（３）自転車道の一方向・双方向通行の適用の考え方 

○ 自転車道は、一方通行を原則とすること。 
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■自転車ネットワーク計画策定手順 

【図 1 自転車ネットワーク計画策定手順】 
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ワ
ー

ク
全

体
で

、
全

て
完

成
形

態
で

整
備

完
了

ネ ッ ト ワ ー ク 計 画 策 定 エ リ ア の 順 次 拡 大

※
自

転
車

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

計
画

を
検

討
す

る
概

ね
の

対
象

エ
リ

ア

事
例

集
を

参
考

に
し

、
地

域
の

実
情

に
あ

わ
せ

、
必

要
に

応
じ

て
実

施

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
項

目
と

手
法

に
つ

い
て

検
討

整
備

区
間

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

普
通

自
転

車
歩

道
通

行
可

の
交

通
規

制
解

除
に

向
け

た
広

報
が

必
要

な
場

合
も

対
象
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【図 2 段階的な計画策定イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 3 優先的計画策定エリアの抽出の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先的計画策定エリアの抽
出の考え方（案）

公共交通施設や地域の核となる施設と
主な居住地域等を結ぶ自転車交通量が
多いエリア

自転車と歩行者の錯綜や自転車関連

事故が多い等、安全性の向上が必要な
エリア

地域の課題やニーズに応じて自転車
の利用を促進するエリア

自転車利用増加が見込める等、新たな
施設立地が予定されているエリア

自転車の通行空間が一定程度整備さ

れているが、ネットワーク化されていない
路線の周辺

自転車ネットワーク計画の対象エリア

新たな計画策定エリア
の設定（拡大）新たな計画策定エリア

の設定（拡大）

新たな計画策定エリア
の設定（拡大）

優先的計画策定
エリア内の
計画策定

自転車ネットワーク
計画策定エリア
の順次計画策定
並びに事業実施

自転車
ネットワーク

の概成

自転車ネットワーク
計画の対象エリア

の設定

エリア内の事業概成を踏ま
え別の対象エリアを設定

自転車ネットワーク
計画の対象エリア
（エリアは必ずしも

明確に設定しなくてよい）

市街

駅
市街

駅 駅
市街

市街

駅

優先的計画策定エリア内の
自転車ネットワーク計画

の策定（例えば、駅周辺部）

次の計画策定エリア内の
自転車ネットワーク計画の
策定（例えば、市街地部）
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■自転車通行空間の整備形態選定の考え方 

【図 4 自転車通行空間の整備形態選定の考え方】 
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道
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備

５
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い
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定
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）
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，
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が
概
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で
自

転
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ト
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ク
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へ
の

組
み

込
み

等
の

見
直

し
を

検
討

す
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

区
間

概
成

段
階

で
，

完
成

形
態

と
し

て
，
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を
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【図 5 完成形態が自転車道の場合の暫定形態選定の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 6 完成形態が自転車専用通行帯の場合の暫定形態選定の考え方】 

 

 

 

 

 

  

自
転
車
専
用

■本来の整備形態
【自転車道】

自転車専用通行帯歩道

車道

ピクトグラム等を設置

■暫定形態
【自転車専用通行帯】

バス専用レーン又はバス優先レーンと
の共存、時間帯による運用等を検討

ピクトグラム等を設置

【車道混在】

自転車道が整備できない場合、暫定形態を検討する

・自転車通行空間の幅員が1.5m（やむを得
ない場合1.0m※ ）以上確保できる場合

・自転車専用通行帯に転用可能な外側線の外側に1.5m
（やむを得ない場合1.0m※）以上確保でき、同程度の安全
性を確保できるものとみなせる場合

※やむを得ない場合 ： 交差点部の右折車線設置箇所など、区間の一部において空間的制約から1.5mを確保することが困難な場合。

・道路空間再配分等により自転車専用通行帯の採用
が困難であり、かつ車道を通行する自転車の安全性
を可及的速やかに向上させなければならない場合

自
転
車
専
用

自転車専用通行帯歩道

車道

ピクトグラム等を設置

ピクトグラム等を設置

■本来の整備形態
【自転車専用通行帯】

■暫定形態
【車道混在】

・自転車専用通行帯に転用可能な外側線の外側に1.5m（やむ
を得ない場合1.0m※）以上確保でき、同程度の安全性を確保
できるものとみなせる場合

自転車専用通行帯が整備でき
ない場合、暫定形態を検討する

※やむを得ない場合 ： 交差点部の右折車線設置箇所など、区間の一部において空間的制約から1.5mを確保することが困難な場合。

・道路空間再配分等により自転車専用通行帯の採用が困難で
あり、かつ車道を通行する自転車の安全性を可及的速やか
に向上させなければならない場合

バス専用レーン又はバス優先レーンと
の共存、時間帯による運用等を検討

自
転
車
専
用

自
転
車
専
用
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【図 7 自転車ネットワーク形成段階の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 8 自転車のピクトグラムの例】 

 

 

 

 

 

  

初期段階 区間概成段階 ネットワーク概成段階

自転車通行空間が連続して一
定程度の延長を確保しておら
ず、車道を通行する自転車の
安全性を確保する効果がネッ
トワークの観点から期待できな
い段階

自転車通行空間が１ある
いは複数の区間について
一定程度の延長を確保し
ている段階

自転車通行空間が面的に連
続する十分な延長を確保して
いる段階

区間が概成

自転車専用通行帯
車道混在

75cm
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【図 9 路面表示の設置方法(案)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 10 矢羽根型路面表示の標準仕様(案)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整備形態 【整備イメージ】

自転車専用
通行帯

自転車と自
動車を混在
通行とする
道路（車道

混在）

［車線内の対策］ ［車線内の対策］

（1）歩道のある道路における対策 （２）歩道のない道路における対策

［路肩・停車帯内の対策］

※自転車専用通行帯
の幅の全部

自

転

車

専

用

※自転車専用通行帯
の幅の一部

自

転

車

専

用

※矢羽根型路面標示
は外側線の下に重複さ
せることができる

形状
配置

歩道あり 歩道なし

仕
様
（
案
）

備
考

※1：幅は、実験で80cmの評価が高かったものの、道路構造令における車線幅員の最小単位
25cmを考慮し75cmとした。

※2：設置間隔は、実験で5m・10mの評価が高かったものの、経済性を考慮し、10mとした。なお、
交差点部（細街路交差点を含む）では、自転車の通行位置をより明確に示すため、設置間隔
を密にする。

※3：舗装部分の幅員は、側溝の部分を除いて確保することが望ましい。
※4：現地の交通状況に応じて、75cm以上とすることもできる。

設置間隔
＝10m※２

1m以上※３

設置間隔
＝10m※２

1m以上（75cm以上※４）

幅＝75cm※１

長さ
＝150cm

角度＝1:1.6

幅＝75cm

長さ
＝60cm

角度＝1:0.8

道路幅員が狭く、歩行者を
優先させる道路（生活道路
など）では、必要に応じて、
以下を採用。

＜標準形＞
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【図 11 交差点での路面表示の設置例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 12 矢羽根型路面表示の夜間視認性向上策の例】 

 

 

  

■一般的な交差点

■細街路等の交差点

縁に「白線」
を設置
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審議の経過 

○第１回 平成 26 年 12 月 19 日（金） 

・検討委員会の設立趣旨 

・自転車施策をとりまく環境、これまでの経緯、取組の状況について 

 

○第２回 平成 27 年 2 月 4 日（水） 

・自転車ネットワーク計画の策定の促進について 【論点１】 

・安全な自転車通行空間の確保について 【論点２】  

 

○第３回 平成 27 年 6 月 22 日（月） 

・自転車ネットワーク計画の策定の促進について【論点１】 

・設計にあたっての技術的な課題について【論点２】 

 

○第４回 平成 27 年 7 月 27 日（月） 

・第３回委員会の指摘事項対応について【論点１・２】 

・広域ネットワークの利活用の促進について【論点３】 

 

○第５回 平成 27 年 8 月 27 日（木） 

・安全で快適な自転車利用環境創出の促進に向けた中間とりまとめ（骨

子案）の概要について【論点１・２】 

・自転車駐車場のあり方について【論点３】 

・コミュニティサイクルの普及について【論点３】 

・広域ネットワークの利活用の促進について【論点３】 


